
川崎市総合計画における政策評価制度

資料１



総合計画における評価制度の基本的な考え方

進行管理・評価の実施根拠・目的進行管理・評価の実施根拠・目的

市の取組の効果を表す

成果指標を設定

ＰＤＣＡサイクル実現に向け

成果指標を活用した
効率的・効果的な

進行管理・評価

内部評価結果における

庁内の

組織的なチェック

より効果的に施策を

推進するため

市民目線・専門的視点に

よる外部評価を実施

(1)どのように施策等を展開すれば、より効果的な成果が得られるかについて、内部・外部の視点で評価を実施する

(2)庁内の主要課題調整や予算編成、日々の業務改善など様々な場面を通じて、進行管理・評価におけるＰＤＣＡサイク

ルを実現する

(3)業務の見直し等の結果や取組による成果など、客観的な情報を的確に評価シートに記録し、内部評価に加え、市民目

線・専門的視点で外部評価を実施することで、翌年度以降の取組や次期計画等に着実に反映する

自治基本条例第１７条に基づき、総合計画の着実な
実行と進行管理を行うとともに、行政運営の成果を市
民に明らかにするため、施策、事務事業において評
価を実施する

川崎市自治基本条例 （抜粋）
(評価)

第17条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を行い、第15条第
1項の総合的な計画の着実な実行と進行管理を行うとともに、施策、
事業等の成果を市民に明らかにするため、評価を実施します。
2 評価の指標等は市民の視点に立脚したものとし、評価の結果は市
民にとって分かりやすいものとします。
3 市長等は、前項の評価の結果を公表するとともに、施策、事業等
に適切に反映させます。

目的達成のための手法目的達成のための手法

１ ２ ３ ４

川崎市総合計画における評価の考え方川崎市総合計画における評価の考え方



川崎市総合計画における評価制度（全体イメージ）

施策(３層)

（７４）

事務事業(４層)

（約５７０）

政策(２層)

（２３）
内部評価

例：待機児童数など

施策の効果(成果指標等)

例：待機児童数など

施策の効果(成果指標等)

例：認可保育所受入枠など

事業実施結果

例：認可保育所受入枠など

事業実施結果

外部評価（２年に一度）

① 事業実施結果等の達成度を把握

② 施策の推進への寄与度を検証

③ 効率的・効果的なＰＤＣＡサイクルの実現

① 成果指標等の達成度を把握

② 社会経済状況などの外的要因を踏ま
えて総合的に分析

③ 事務事業の見直しや次期計画の策定
に活用

市民目線・専門的視点で、

効率的・効果的に施策を推進

するために外部評価を実施

市民、学識経験者

評価を
毎年実施

評価を
２年に一度

実施

結果を
ＨＰ等
に掲載

内部・外部評価結果を
ＨＰ等に掲載

結果を施策
等に反映

例：子育て環境の整ったまちだと
思う市民の割合など

市民の実感指標(市民アンケート)

例：子育て環境の整ったまちだと
思う市民の割合など

市民の実感指標(市民アンケート)総合計画の政策体系

lan

oheck

ction

川崎市政策評価審査委員会川崎市政策評価審査委員会

議会報告 市民等に周知

市民に
分かりやすく公表

政策の柱ごとに

重点的に審議する

施策を抽出



施策

政策

事務事業

効率的・効果的な内部評価の実施

施策・事務事業の進行管理・評価の特徴施策・事務事業の進行管理・評価の特徴

(1)「施策評価」は、中長期的な視点で評価することで、より効果的な評
価結果を得られるため、実施計画の中間評価・総括評価として２年
毎に実施し、適切な事業等の見直しや次期計画の策定につなげる

(2)施策にアウトカムを中心とした「成果指標」を設定し、達成状況、成
果、課題等を市民に分かりやすく説明していく

(1)「事務事業評価」は、毎年実施する

(2)政策体系に位置づく事務事業は、上位施策の成果を意識して事業
を推進し、ＰＤＣＡサイクルの着実な実現につなげるよう、進行管理
を実施する

第３期実施計画第２期実施計画第１期

R7R6R5R4R3R2R1H30H29

Plan
(計画)

H28

Action
(改善)

Do
(実行)

Check
(評価)

事務事業評価

施策評価 中間
評価

H30・R1年度分

4年間分の総括評価

中間
評価

総括
評価

総括
評価

中間
評価

R4・5年度分

4年間分の総括評価 総括
評価

次期計画に反映 次期計画に反映
次期計画

反映

H28～29年度分

※政策体系や配下
の事務事業の見直し

※政策体系や配下
の事務事業の見直し

PDCAサイクルの
実現に向けた
進行管理

【評価スケジュール】



最終確認２次確認１次確認

内部評価結果の組織的な点検・管理体制

 内部評価を決定していく過程で、施策・事務事業の所管課で判断した評価結果に、局区（1次

確認）及び全庁的な視点による確認（2次確認）を加えることにより、内部評価結果の透明性を

高める

 組織的な点検力を向上させるため、政策評価に関する職員向けの研修を実施

 各局区で行った施策・事務事業の

評価結果が、全庁的な視点から

妥当であるか、分野別計画等と整

合性が保てているかなど、総合計

画を所管する企画調整課が中心

となり、財政・行革部局と連携しな

がら総合的に確認し、各局企画主

管課と協議・調整を行う

 標準的な評価結果以外の評価に

ついては、重点的に確認する

 全庁的な視点による調整  総合計画策定

推進本部会議

による最終確認

 各段階における確

認を経た後、最終的

に総合計画策定推

進本部会議で承認

 総合計画策定の推進を目的に

設置した「局(本部)区本部会

議」等を活用した確認

 所管課で行った施策・事務事業の評

価結果が妥当であるかを確認

 特に標準的な評価結果以外の評価に

ついては留意する

【局(本部)区本部会議の構成メンバー】

局（本部）区長、部長（級）、企画課長

※評価確認のチェックポイント（企画調整課

作成）を活用。

内部評価結果の確認プロセス内部評価結果の確認プロセス

的確に評価シートに取組結果を記載し、各局（本部）区が主体的・効果的にPDCAを

回して、市民や議会への説明責任を果たしていく必要がある。



 「事務事業評価及び施策評価に関する実施要綱」第４条の規定に基づき、財政・行革

部局と連携して「事務事業・施策評価結果」を活用していく

帳票上の主な活用（行革室）

① 「事業の必要性、有効性、効率

性」などの行革視点の項目に関

して、集中的に確認

（⇒今後見直すべき事業の抽出

等に活用）

【事務事業評価シート】

【施策評価シート】

③ 市民実感指標の推移等と施策の取組の関係等を確認

（⇒市民満足度の高い行政運営の推進）

帳票上の主な活用（財政課）

行財政改革
プログラム
（行革室）

財政運営
の基本的な
考え方
（財政課）

川崎市
総合計画
(企画調整課)

連 携

① 成果指標等の項目を見なが

ら、行政の取組とその成果の

関係を客観的に確認

（⇒効果的な予算編成に活用）

② 「事業の見直し・改善内容」

の項目を参考に、改善努力が

足りない事業所管課に改善

の投げかけ

（⇒効果的な予算編成に活用）

【事務事業評価シート】

【施策評価シート】

③ 施策に設定した成果指標の達成度等から、どの
事務事業等に重点的に予算配分すべきか確認

（⇒効果的な予算配分に活用）

②事務事業に係る職員数を集計

し記載

（⇒組織整備や職員配置計画
等に活用）

財政・行革部局との連携（事務事業・施策評価結果の活用）



川崎市政策評価審査委員会

(1)総合計画における重要な政策等の評価に関して調査審議するため、「川崎市政策評価審査委員会」を附属機
関として設置し、学識経験者の専門的視点や市民目線による評価を実施し、より効果的に施策を推進していく

(2)外部評価の対象施策は、選定基準に基づき政策の柱ごとに選定し、領域別に分けた部会の中で、施策の説明
を十分に行い、市の取組を重点的に審議する

(3)委員会の附帯意見について、市の対応方針を作成・公表し、今後の取組改善や次期計画に活用していく

事務事業
（約５７０）

政策

施策
（７４）

川崎市政策評価審査委員会

 評価方針等の確認や部会で審議する施策の選定、
部会における審議結果を確認

 部会で審議していない施策等も含めて、すべての
施策の進捗状況や成果指標の達成度から、市の取
組全体について意見をいただき総括

委員会の役割委員会の役割
※中間・総括評価に合わせて２年に一度開催

政策体系

委員構成（計９人）委員構成（計９人）

 学識経験者６名  公募市民３名
 「社会福祉」に関する分野
 「教育行政」に関する分野
 「公共経済」に関する分野
 「都市計画」に関する分野
 「地方行政・評価制度」に関する分野

 公募で３名を選定

部会１
学識2名
市民2名

全体会
で総括

部会２
学識2名
市民2名

※３人の
市民委員は
２つの部会に
所属

①評価方針・部会での審議評価対象の選定

②部会において対象施策を審議

③評価結果の全体総括

委員会の流れ委員会の流れ
部会３
学識2名
市民2名

市民1 市民２ 市民３

議会報告 市民等への周知

審議結果

審議結果に対する市の「対応方針」を公表

政策の柱ごとに

重点的に審議する

施策を選定



外部評価における部会の役割と進め方

(1)選定した各施策を重点的に審議するため、以下の領域別に分けた部会を設置し、選定した施策
を重点的に審議する

(2)部会を構成する委員は、学識経験者２名と市民公募委員２名の計４名の体制で行う

(3)部会の審議終了後、意見をとりまとめ、全体会に報告する（進行は学識経験者）

① 関係局によるプレゼンテーション（10分）

② 関係局との質疑応答（20分程度）

③ 対象施策の審議終了後、意見を
まとめる（15～30分程度）

※ 点線 内を評価対象施策ごとに繰り返す

部会の流れ部会の流れ

部会１
学識2名
市民2名

全体会
で総括

部会２
学識2名
市民2名

部会３
学識2名
市民2名

分野別施策数領域別施策数部会（対象施策７４）

福祉（１２）、子ども（４）
教育（６）

社会福祉（１２）
子育て・教育（１０）

第１部会 ⇒対象施策２２
（子育て・教育・福祉部会）

防災・安全（７）、基盤（４）
環境（８）、拠点（４）、交通（４）

まちづくり（２７）
第２部会 ⇒対象施策２７
（まちづくり部会）

産業・経済（１２）、労働（２）
スポーツ文化（５）、自治（６）

自治・文化（１１）
産業・経済等（１４）

第３部会 ⇒対象施策２５
（自治・文化・経済部会）

市
民

市
民

学
識

学
識

※学識経験者のうち
１人が部会を進行

※関係局による

プレゼン

※部会実施のイメージ

部会の領域別・分野別

 市民目線や専門的知識を
活かしつつ、横断的かつ
中立的な視点による評価

評価の視点評価の視点

 内部評価結果の妥当性

⇒内部評価結果が説明責任
を果たしているか

 施策の方向性

⇒成果指標の達成状況
施策の推進方法

取組の周知・ＰＲ方法 など

評価項目評価項目

評価対象施策の意見をまとめ全体会に報告



委員会のスケジュール

令和８年度R7年度R6年度

3月2月1月
9～12
月

8月7月6月5月4月3月1，2月
～12
月

～3月

政策評価
審査委員会

外
部
評
価

総合計画の
進行管理・
評価

内
部
評
価

財政課

行政改革
マネジメント
推進室

【チェック】
掲げた取組
等について、
行革、財政
の視点で
問題ないか
確認

予 算 編 成

組織整備・

職員配置計画

部会❶～❸
対象施策の
重点的な審議
（5月）

議会

報告

【財政】
評価シートを予算編成に活用

【行革】
評価シートの必要性・効率性等か
ら見直すべき取組の抽出や
職員配置計画等に活用

委員会からの
意見

予算案
発表

附帯意見に
対する対応
方針を公表

指摘を反映

委員会①
審議対象
施策の
選定等
（2月）

業の必要性、

【チェック】
実施結果等
について、
事実誤認が
ないか、事
業の必要性、
有効性、効
率性等につ
いて確認

事務事業・事務事業・
施策評価
シートの
R7の取組
内容入力

委員会③
総括評価
のまとめ
（6月）

事務事業・
施策評価
シートの
R7の結果
入力

(1)外部評価については、令和７年度に委員会を１回開催し、評価方針等の確認と部会での審議対象施策を
選定するとともに、令和８年度から、部会で対象施策の重点的な審議を行い、令和８年７月を目途に委員
会としての意見をまとめる

(2)内部・外部評価の結果については、令和９年度の予算編成や組織整備・職員配置計画等に活用していく

主な
組織改正
発表

指摘を
反映

取組
推進


